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出産・青児の権利勝
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韓国の統計によれば、女性たちが最も多く出産

する年齢である25歳から34歳の女性労働者の

中で50%以上が非正規職として勤務しています。

この年齢層の女性労働者 2人に 1人が実質的に母

性保護制度を利用できない状況に置かれていると

いうことです。彼女たちにとって出産体暇や育児

休職はまさに絵に描いた餅なのです。

2003年 1月 から10月 までの間、韓国女性労働者会

協議会 (KⅧAU)が行なつている “平等の電話"

にかかってきた2,636件 の相談の中で、妊娠・

出産による解雇を含め母性保護に関連する相談は

440件で16.7%を 占めています。これは2001

年 (1月 -12月 )の 187件に比べ 2倍以上増加し

ている数値です。このうち出産体暇に関連した事

例が最も多く169件で38.4%を占めており、

妊娠・出産に関連した解雇などの直接的な不利益

事例は 102件で23.2%で した。

母性保護相談の中で非正規職の占める割合は2

3.8%で す。非正規職であれば出産体暇をはじ

めとする各種の権利を “当然に"与えないとして

いる事業主の認識と、受けられないものだという

女性労働者の意識を反映して、非正規職女性労働

者が出産体暇をとるためには多くの難しい山を越

えていかなければなりません。妊娠と出産に関連

した解雇の圧力、再契約拒否の脅し、休暇付与の

拒否、休暇を与えたとしても法定水準より少なく

与える場合などがそれです。またゴルフ場のキャ

ディなど労働者として認定を受けていない女性た

ちは完全な死角地帯に置かれています。

KWWAUはこのような状況を明らかにし対案を

模索しようと、“平等の電話"と 全国女性労組で受

け付けた母性保護制度関連相談の中で非正規職女

性労働者たちが置かれている状況をよく現してい

る30事例を分析 しました。その1つ は出産を理

由とした再契約拒否、すなわち解雇です。

非正規職女性労働者は妊娠 したという事実を話

すことすら難 しく、大部分の女性は解雇の脅威に

直面 したり、再契約拒否にあつたりします。再契

約がされないということは事実上の解雇です。そ

のため再契約時期と出産時期がかち合 う場合、女

性労働者たちは不安を感 じます。

このような不安感は数回契約が更新された非正

規職女性労働者たちも同じです。そして多くの場

合それは現実となって現れています。放送局プロ

デユーサーとして勤務 していたOさ んの場合、契

約終了日まで産前産後休暇を取 り、それ以後には

会社が再契約を拒否 して会社を辞めるようになっ

たのでした。契約職国家公務員であるKさんの場

合、再任用推薦書にまで掲載されていたのに出産

を理由に再任用方針が撤回されて再契約が拒否さ

れ た事例 です。 (「 働 く女性 」 2004年 1月 号

KWWAU調査研究部長 パク チンヨン)



KWWAU平 等の電話から

育児休職とつたら

契約更新できないの?
パク ヒジョン (相談者)

最初の子どもを出産後再就職

1988年オリンピック誘致国になった期待感で全

国民が興奮しており、全世界の目が韓国に集中し

ていた年に、私は就職を目前にした女子商業高校

3年生でした。

成績も最上位圏にあり、当時企業が要求してい

たすべての資格 (珠算、簿記、ハングルタイプ、

英字タイプ、ペン習字など)を持つていたので、

たいした苦労もなく証券会社に就職できたのでし

た。その後自己発展のために夜間大学も卒業し、

もつと高い条件の外国系証券会社に移籍すること

が出来ましたc

外国系証券会社はうわべだけ見ると給与と福利

厚生はよいけれど、すべてのことを本人の責任で

処理しなければならないために業務量が多いとい

う問題もありました。

ここで最初の子どもを出産 (1998年 2月 )しま

したが、百日祝いが来る前に自発的にこの会社を

辞めました。保育施設ではなく、保母 (家庭保育)

に子どもを任せなければならないことで経済的負

担が大きかったのです。でも実はそれよりも “満

1歳までは自分で育てるべきだ"と いう母性愛が

自己実現にまさつたためでした。

計画に従つて 1年後の1994年 4月 に再就職でき

ました。増資活況基調に乗つて各証券会社が経験

のある社員を優待採用したからです。

時機が適切であつたため、履歴書を提出したと

ころすべてから面接に来るようにと知らせを受け

て、三つ四つの中から一番好意を持てた当時最優

秀証券会社としてPRしていた “D証券"に就職

することを決めました。

契約職であつたけれど熱心に

スムーズに再就職できた安堵感 と、面接の翌日

から勤務可能であるという支店長のとても好意的

な態度に、誠を尽くして働こうと誓いました。け

れどこのことが私の大きな錯覚であったことを何

日か後に知 りました。

それは正規職員でなく

契約職員であつたという

ことです。私は強く反発

したのですが、会社側と

支店長の配慮の下に「業

務チーム長」という職責

と給与を貰って勤務出来るというものでしたc

l年毎に更新される契約書は形式的な労働契約

書であるという言葉を信 じ、正規職員が享受でき

る権利や恩恵を同じように享受できるかどうかに

まったく疑間を持ちませんでした。そして支店長

の言うとお り、すぐに文書上でも正規職員になれ

るという期待感にみちて、仕事を選ばずに熱心に

働きました。

私は、業務チーム長の役割はチーム員の管理と

支店長の補助業務までしなければならない重責で

あると考えていました。そのため自分の住んでい

た家が水害にあつて電気が止まつたときでも、会

社の事務所の被害の有無を把握 し本社に報告した

し、夜勤の日には保育園から子どもを連れてきて

横に座らせておいて夜勤業務をするという熱心さ

も見せました。“私がいなければだめだ"と いう間

違つた (?)自 負心のために自らス トレスを受け

ても耐えて働きました。

2番目の子供の育児休職

ところで問題は 2番目の子どもの出産後に起こ

りました。妊娠期間中、激しい業務ス トレスでシ

ョックを起こし、2度も病院に運ばれ、「私がこん

な働き方をしていたらあれほど望んでいた 2人 目

の子どものために胎教を少 しもしてあげられない

ことを後悔するようになる」と考えるようになり

ました。

そこで予定日から1か月早く出産体暇を申請し

ました。支店長もこの間の苦労をわかつてくれて

申請を受け入れてくれ、出産体暇後すぐに申請し

た 1年間の育児休職に対しても何も言いませんで

した。私自身も堂々と当然要求できる権利だと考

えており、心おきなく満 1歳まで育てられると考

えて過ごしました。

しかし育児休職に入つて 6か月が過ぎた頃、女

性職員たちから仕事量が多くて大変だから早く復

職 してくれると嬉しいと問かされました。私も最

初の子とは違つて母親を求めてしがみつき人見知

りのひどい 2番 目の子の24時間育児に少しずつ



疲れてきて憂鬱症にかかり始めていたときでした。

そこで9月 に復職 しようと心に決めて復職願い

を提出したところ、会社からは何の返事もありま

せんでした。 8月 末になってはじめて再契約意志

がないと話があつたのでした。それも私が直接電

話をしてのことでした。

あまりにもでたらめなので、再契約をしない理

由を尋ねると実にばかばかしい話を持ち出したの

でした。「大きな声では言えないが、勤務当時人事

課長とよい仲であつたので、人事課長もこのよう

にことが進行して遺憾であると言つている」と事

実でない話をしたのです。

私はそんなことは受け入れられないので、あら

ゆる方法で権利を行使すると話し、人事課長も、

労働部 (労働省)から会社側の不当解雇だという

判断がなされれば従 うだろうと、実に皮肉を籠め

て話すのでした。

契約解除という言葉を聞いた瞬間、血が逆流し

吹き出るような屈辱感と自尊心の崩壊を感 じまし

た。ぬきんでた容姿や頼りになる後ろ盾はないけ

れど、業務能力だけは誰にも引けを取らないと考

えながら13年あまりにわたる職場生活をしたの

に、このような不名誉な (?)退職は出来ないと

考えたためでした。

不当解雇救済申請―苦 しかつた 2か月間

2日 ほど落ち着いて何がうまくいってないかを

よく考えてみたけれど、自分が育児休職を取得で

きないという理由を探すことが出来ませんでした。

どこかに書いてないかと不当解雇救済申請という

単語をインターネットで検索してみたところ、労

働部のホームページに申請に関する記事が詳細に

載っていました。

そこで勇気を出し、本格的に救済申請に取り組

み始めました。法にそつて主張を公平に選 り分け

ていくことは大変なことだけれど、事件は進行し

ていきました。会社側答弁書と私の反駁書の往復

に2か月程の時間がかかりました。けれども一人

で法律的知識を消化することはとても辛く手に負

えないことがいつぱいでした。

労働委員会調停の一週間余り前に、会社側の労

務士が協議を要求してきましたが、 2か月の基本

給支給というあきれた提案とともに、協議に応じ

なければ、契約はするが、京畿道ピョンチョン支

店に派遣すると言いました。私が住んでいるとこ

ろからバス、地下鉄を乗

り継いで 1時間 30分以

上かかります。そして復

職願いを出してから滞つ

ている給与は発生してい

ないと言います。

理由を尋ねると、復職願いを提出したその日付

で復職させなければならない義務はなく、当初に

私が提出していた育児休職を取得しているとみな

すということです。

労働委員会調停がはじまる2時間前、人事課長

が直接電話をしてきました。面倒なことは起こさ

ず復職すれば支店長とも何とか上手くやれるし、

ピョンチョン支店に勤務できるのだからと誘い込

むように言います。

後悔いっぱいの協議書

非常に苦しい 2か月の時間がこうして終わろう

としています。ソウル地方労働委員会で会社の労

務士と会社側協議案に泣くほどの悔しい思いでサ

インをしました。

サインをしてしまつたら涙が溢れてきました。

もう少 しがんばればよかつたのに結局こんな形で

協議するのにどれほど気をもんで準備 してきたか

という思いと、それでもこれほどまでしてきたか

ら、契約職職員たちをいい加減に扱 うことは出来

ないということを会社にわからせることができた

のだと考えようとの思いが交差しています。

けれども今は計り知れない未練と後戻 りできる

のであればそうしたいとの思いばかり残つていま

す。もう少し積極的に手を伸ばせば私に温かいほ

ほえみを持つて慰めながら解決方法を一緒に考え

てくれる人たちがたくさんいたはずなのに、なぜ

私は自分で心の門を開ざしてしまつたのか…・。

もしかしたら今この時間にも労働現場で不当な

待遇を受けながら耐えている女性たちがいるなら

ば彼女たちに言いたい言葉があります。泣く子は

乳がもらえるということわざと、叩け、そうすれ

ば開かれるという聖書の言葉です。これらは私た

ちの先輩たちの長い経験から出てきた切実な話で

あると認識すること、自ら努力すれば享受できる

と言 うことです。すべての女性労働者たちよ、フ

ァイ ト !

(K― AU「働く女性」 2004年 1月 号 翻

訳 :1～3面 小池恵子)



マレーシアの電子産桑で働く労働者

健康と安全への挑戦

女性の友 (マ レーシア)

アイ リーン・セイヴィア

マレーシアに電子産業がやってきた

マレーシア政府与党の支持層である貧 しいマレ

ー系農民や漁師の貧困を緩和させる緊急の策とし

て電子産業がマレーシアにやってきた。もしこの

貧困が緩和されなければ、与党はその権力の座を

失いかねない状況にあつた。そのため、輸出型の

産業が奨励され、何千人もの女性が地方から工場
へと集まつてきた。これらの工場は自由貿易地域

などに立地する外資系企業で、パイオニアとして

優遇されていた。中でも重要なことは、労働組合

を認めないことであった。このことは、電子産業

における労働者の健康や安全対策において直接的、

間接的に影響を及ぼした重要な問題である。

電子産業の労働組合回避

産業の始まりと同時に、経営者側 (多国籍企業)

は労働組合の組織化を禁止または制限するよう政

府に働きかけた。マレーシア政府はこの要求に応

じ、電子産業における労働組合は、企業内組合の

みを許可するとした。政府には工場内で起きてい

ること、とくに健康や安全に関する情報にアクセ

スする法的権利がなかつた。これらの工場では何

百とい う化学物質を扱っていたが、それが労働者

の健康に及ぼす影響については知られておらず、

政府はこの影響調査を行 う権限もなかった。

多国籍企業はなぜ電子産業における組織化を制

限することを要求したのか。電子産業は繊維や衣

料産業よりも高い賃金を支払つていたし、一般的

には法を遵守 しているようにみえた。

電子産業の経営者が組合に反対 していた 1つの

理由は、この産業を特徴づけてきた定期的な人員

削減と再雇用であるといえる。労働組合がなけれ

ば経営者は一々それを正当化する必要がない。マ

レーシア国内の他のどの産業でもこれほどまでに

定期的に労働者を解雇 したことはない。

もう1つの理由として、経営者は労働者や地域

の人々に健康や安全に関する訴訟を起こされるこ

とを避けたかったことが挙げられる。その結果と

して、さまざまな化学物質に曝されている女性労

働者の健康や安全に関する配慮や注意が足 りなか

つた。 これら化学物質の多くは米国では女性の健

康に非常な悪影響を及ぼすことが知られている。

電子労働者の健康と安全

MTUC(マ レーシア労働組合会議)が行った調査

によると、電子工場での健康と安全に関して以下
のような結果が出た。

最も深刻な症状は回答者の 64%が訴えた背中

(腰)の痛みである。49%がス トレス、51%が耳

にダメージを受けたと訴え、50%が体調不良で 1

～ 5日 間仕事を休んだと語つた。

39%が職場での健康や安全に関する規則につい

て知らされず、教育されなかったと言い、73%が

健康・安全課の存在を知らなかった。また 33%は
各企業が職業上の健康・安全委員会のメンバーを

選出する際に、経営陣が労働者の代表を選出する

と答え、回答者の半数が、職業上の健康・安全委

員会は機能 していない、また、委員会は現場の調

査をまったく行わなかったと語つた。

簡単な調査とはいえ、電子工場において少なく

ともいくつかの健康問題があることは明らかであ

る。 しかし、マレーシアの労働組合が健康や安全

の教育、または職場での保護について積極的な活

動を行っているという話は聞かない。労働組合運

動の大きな争点は一貫して、電子産業労働者の団

結権の制限についてである。 しかし健康や安全に

関する問題が、団結権の必要性 と関連づけられて

いない。電子労働者がナショナルセンターを必要

とする緊急の理由として、労働組合は多くの事例

を挙げることができたはずである。そのような議

論は政府と経営者の双方を同じ士俵に上げること

ができただろう。労働組合はもつと真剣に健康や

安全について考慮する必要がある。マレーシアの

労働者の健康と安全に関する意識は低い傾向がみ

られるが、労働組合はこの意識を引き上げること

にもつと貢献できる。

同時に、私たちは電子工場における健康や安全

問題があまり日に見えないことを認識する必要が

ある。1970年代にはメッキ室や鋳型室などのセク

ションは非常に危険に見えた。メッキ室では化学

物質の入つたタンクに蓋がされてなかったので化

学物質は見えていたし、臭いもあつた。鋳型室は

うるさく、暑く、また汚かつた。労働者は体力を



必要とし、胸の痛みなどを経験 した。 しかし、今

では機械化が進み、ほとんどのセクションは安全

であるように見える。労働者は室温が低いことや

長時間立っていることに苦情を言 うが、多くの人

にとつて、それほど深刻な問題ではない。とはい

え、健康と安全ということについては、見かけに

より事実を見損なってしまいかねない。

まともな廃棄物処理システムやそのための用地

が存在せず、多くの工場では未だに有害廃棄物を

工場内のタンクに保管 している。大きな事故が起

きない限り、この問題は解決しないままだろう。

電子工場における生殖に関する健康

電子労働者は出産可能年齢範囲内である傾向が

あり、生殖に関する健康調査が必要である。限ら

れた電子労働者との接触の中で、私たちは多くの

人が不本意な中絶を経験 していることを知った。

他の調査は、これが電子労働者にとつてリスクの

高い部分であることを示 している。また一般的に

は生殖に関連する健康状態については、セクハラ

問題と同じように、女性 自身が個人のプライベー

トな問題と捉えていることを念頭に置かなくては

ならない。つまり、もしこの分野において事前対

策がとられなければ、電子労働者の生殖に関する

健康状態は良いと思つてしまうであろう。

*

1994年 の職業上の健康・安全法によりいくつか

の道筋がついた。まずこの法は、すべての職場に

おいて経営側 と労働者が共同で職業上の健康と安

全委員会を立ち上げることを規定した。また国の

職業上の安全と健康評議会が、主導権をもつて労

働環境を改善していくことが可能となつた。 しか

し、電子労働者の問題について、各職場の委員会

や国の評議会が行動を起こしているかどうかチェ

ックするのは誰なのか。電子産業労働者のための

ナショナルセンターは存在 しないし、女性労働者

の問題に取 り組んでいる NGOの数は非常に少ない。

職業上の健康に関する専門家が少ない

職業上の健康に関する専門家は非常に少ない。

またその少ない専門家たちは、経営者のために働
いて生計を立てている。労働者は彼 らのような専

門家のサービスにお金を払えないし、健康や安全

に関する賠償を求めて雇用主を訴える方法を知ら

ない。例えば、誰も化学物質の製造会社や流通業

者に対 して法に訴えたことはない。繰 り返しにな

るが、労働組合や労働団体などが、職業上の健康

における環境改善について調査する必要がある。

私たちが職業上の健康に関して、他国の専門家か

ら学べることはたくさんあるはずである。

包括的なアプローチが必要

マレーシアの電子産業労働者の健康と安全に関

しては、包括的なアプローチをとる必要がある。

まず、職業上の健康と安全問題は、この国の民

主主義の程度や政治的な意志に影響されていると

いうことである。それは、組織化する権利や情報

アクセスヘの権利が保障されているかどうかであ

り、政府に、これらの問題に対する法の制定や実

行について、政治的な意志を持たせられるかどう

かである。

2つ 日に、労働組合は今まで以上のことをやら

ねばならない。経営者側は強制されない限り行動

を起こさない。労働組合は、団体交渉で賃上げを

最優先にするという習慣から抜け出す必要がある。

労働者の健康と安全に関して調査を行い、データ

を蓄積 し、政府に対 しても、この問題をもつと真

資1に取 り上げるよう圧力をかける。労働組合は自

分たちが選択すれば、それができるのである。

3つ日に、健康と安全に関係のある団体は、職

業上の健康と安全を、とくに女性中心の産業にお

いて、ジェンダーの視点をもつて見る必要がある。

女性は特別な健康上のリスクを負つているため、

それに対して適当な保護が必要であることが認識

されなければならない。生殖に関する健康は社会

全体にとつても大事である。政府が幼児 。妊婦死

亡率を改善するために努力したように、女性労働

者の生殖に関する健康に対しても同じようなこと

ができるはずである。それは電子産業で使用され

ている化学物質に関するさらなる情報収集も意味

する。情報が充分に得られれば、女性労働者たち

の健康を守ることができるのである。 (CAWニュ

ースレター2003年 10月 号 翻訳 :石川真穂 )
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「日本は、ガ1ま 劇嬌効 η
太田直子 KKAFIN)

退去強制令の発令

さる 1月 28日 、私の友人のフィリピン人女性
ベル トラン (37歳 )と クル ド人(トルコ国籍)の夫

タスクン (28歳 )、 1人娘めジラン (3歳)が、

難民申請を却下するという通知を受けた後、東京

入国管理局 (以下、入管)に収容されました。家

族そろつて出頭するようにといわれたその日、そ

の場で 3人に対し法務大臣による退去強制令が発

令され、夫のタスクンは トルコ、ベル トランと娘

のジランはフィリピンヘ、と別々に強制送還され

ることが決まったのです。命令を拒否 した一家は

そのまま、何の準備もなく、両親は入管の収容所
へ、娘は児童相談所へと、引き裂かれた生活を送

ることを余儀なくされました。

クル ド人弾圧のがれ来日

一家が住んでいた埼玉県川口市と隣接する蕨市

には、ロコミで集まつた トルコ国籍のクル ド人た

ちがあわせて 300人ほど住んでいるといわれて

います。みな、政府のクル ド人弾圧政策から逃れ

て、日本に来たのです。夫のタスクンは、徴兵逃

れのため 17歳で来日。とびの仕事でヘルニアを

患い、労災治療中の身ながら、困窮する同胞の支

援活動に奔走してきました。 3回の難民申請を却

下された後、先日、収容中に4回 目を申請中です。
ベル トランは観光ビザで来日中に友人の紹介で

タスクンと知 り合いました。敬虔なキリス ト教徒

であるにもかかわらず、家族の反対を押し切つて

イスラム教徒の彼 と結婚 し、2001年 1月 に娘、

ジランが誕生。家族の会話は、 日本語です。昨年

春からベル トランは、私もその一員である在 日フ

ィリピン人女性たちの自立支援グループ KAFIN
に加わり、会計および事務所担当として活躍 して

いました。我の強いジランの世話に手をやきなが

ら、昼間、事務所を守るベル トランの姿は、KAFIN
の日常風景でした。彼女もまた、フィリピン政府

のイスラム教徒への弾圧を理由に、昨年 7月 に難

民申請。イスラム教徒の夫とともに、帰国するこ

とはできないと訴えましたが、収容前日、却下さ

れたと告げられたのでした。

入管で、夫婦は別々の部屋に収容され、児童相

談所に連れて行かれたジランは、36時間後に、ベ

ル トランの姉夫婦の家にひきとられました。 しか

し、片時も離れることのなかつた母親 との突然の

別離が 3歳児の心をどんなに痛めつけたか、想像

するにあまりあります。

「かぎあけて、こっちへきて !J

面会のたび、自分と両親をさえぎる厚いガラス

を指差 して、ジランはいいました。「ママ、これな

に ? かぎちょうだい !かぎあけて、こっちへき

て !」 。この瞬間がもつともつらい、と夫婦はそれ

ぞれ獄中からの手紙に記しています。「ママはお仕

事いそがしいから、まつててね」笑つてこう答え

るほかなかつたベル トラン。ジランの夜泣きは 1

か月を経ていつそう激 しくなり、何とか母親だけ

でも娘の元へ返してほしい、と母親側のフィリピ

ン人グループと父親側のクル ド人グループが共同

で、母親の早期釈放と一家への特別在留許可をも

とめる署名活動を始めました。そして、3月 12

日、一家は、国に正式に在留特別許可を求める訴

訟をおこしました。

仮釈放されたけれ ど…

その 6日 後の 3月 18日 、体調を崩 していたベ

ル トランはようやく仮放免を認められ、釈放され

ました。収容から51日 目。3歳のジランには本当

に長すぎる時間でした。その前 日の面会のとき、

ジランはずっと母親にそっぽを向いていました。
「ママ、なんでかぎ、くれないの !」 と怒ってい

たのです。鍵は、ようやく開きました。でもたつ

た 1つ。パパの鍵はまだ開きません。そして、国

の鍵も一。まだ、 3人に対する退去強制令が取 り

消されたわけではないのです。タスクンが綴つた

手紙の中にこんな一節がありました。「日本は、ほ

んとに、かぎ、ありますか ?」 。外国人受け入れに

冷たいと悪名高き日本。一家だけでなく多くの外

国人家族に、個人に、ひととして安心 してくらせ

る鍵が与えられる日が来ることを願つてやみませ

ん。そしてその鍵を彼らに渡せるかどうかは、日

本国民である私たち一人ひとりの力にかかってい

るのです。

中署名にご協力お願いします。

連絡先 :048-445-6676(大 田直子)
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<自著を語る日塩沢美代子>

『語りつぎたいこと

～年少女子労働の現場か ら～』

この本は、全国労働安全衛生センター連絡会議

という団体の発行 している「安全センター情報」

という月刊誌に、3年前から連載してきた文章を、

ドメス出版社が 1冊にまとめたものです。

これは私の 80年の生涯の前半の部分を記した

ものですが、自叙伝ではありません。生い立ちか

らはじまつていますが、1924年生れの私が、翌

25年にできた 「治安維持法」と、30年から始ま

つた「15年戦争」のもとで、軍国少女として成長

した政治的背景を、戦後世代に知つてもらう内容

です。イラク派兵や、君が代を歌うとき起立しな

かつた教師が処分を受けるなどの現在の政治的状

況を、“この道はいつかきた道"と 、身震いするほ

ど恐ろしいと思つている世代としての証言です。

スペースをもつとも多く占めているのは戦後史

です。憲法 9条や労働組合法をつくって、日本を

民主化 しようとした初期の占領政策は、東西対立

が激化 し、朝鮮戦争がはじまつた頃から 180度転

換 しました。占領軍は戦争犯罪人として投獄また

は追放 していた人々を、急ピッチで釈放したり追

放解除にし、日本の有権者は彼 らを国会議員に選

んでしまつたのです。 しかし、憲法はじめ民主的

な法律は、いまさら変えることはできないので、

それが機能 しないようにじわじわと抑圧が始まり、

再軍備も着々と増強 していきました。

*

私は 1949年のはじめから、全国蚕糸労働組合

連合会の書記となり、女工哀史の延長線上にあっ

た製糸労働者の芳慟条件改善をめざして、オルグ

活動をしてきました。その頃は、日本の農村は貧

しく、高校進学率は低かったので、優秀な中卒の

女性たちが製糸工場で働いていました。戦後も製

糸、紡績ともに、明治。大正期と同じく、寄宿舎制

度をとつていたので、大半は 10代の労働者でし

た。戦後は労働基準法ができてお り、1日 8時間

労働、週休 1日 が基準で、女子の残業は 1日 2時

間、1週 6時間までと制限され、午後 10時から午

前 5時までの深夜業は特殊な職種以外は禁止され

ていました。全蚕糸労連の加盟組合では労基法は

守られていました。しかし、私が働き始めて 2～3

年後から2交替制がはじまり、早番の始業は午前

5時、後番の終業は午後 10時～10時 30分 とな

りました。労働密度はどんどん高まり、女子労働

者は疲ねノ果てていました。

また寄宿舎では、東北地方や長野県のような寒

冷地でさえ、15畳に 7～ 8人が住む居室兼寝室で、

暖房はまったくありませんでした。こんな状況で

も、彼女らは労働組合とは何かについてまったく

知らず、組合役員は男ばかりでした。

全蚕糸労連を組織 した男子幹部は、民主的な労

組の育成を願つていました。それには 80%以上を

占める女子組合員の意識を高めることが必要と考

え、女性オルグとして私を雇つてくれたのです。

なぜ、桑の本も蚕も見たことのない者が、生糸を

作る労働者の組合と縁ができたのかは、この本に

記 してあります。

私が全国の製糸工場を歩き回つて、女子組合員

と話 し合 うと、打てば響くという感 じで、すばら

しい活動が続出し、「火鉢かくとく闘争」「おかず

かくとく闘争」「ただ働き返上闘争」など、ユニー

クな闘争が行なわれたことが記 してあります。

また私は、1951年に 5か月ほど、アメリカで

研修の機会がありました。そのとき極端な黒人差

別のあった南部で、YWCAの黒人メンバーとの話

合いが、人生の支えになつたことも書きました。

それは、「理想の社会を目指す者は、たゆみなく努

力しながら、長い時間に耐えなければならないの

です」という言葉でした。 (しおざわ みよこ 元

アジア女子労働者交流センター所長)

(ドメス出版、2004年 3月 発行、2200円 +総

<『語 りつぎたいこと』もくじより>

I 生いたち 一 一五年戦争のもとで

Ⅱ 自立 一 戦争放棄の憲法に無限の喜び
Ⅲ 研修 一 GHQの 命令でアメリカヘ

Ⅳ 運動 一 製糸工場・生産の主体は女子労

働者

V 闘争 一 怒りに燃えて

(本紙 8面に出版祝う会の案内があります。)



塩沢さん
―
の1出版を祝う会お知らせ

ささやかですが、昼食をご一緒しながら塩沢さ

んの出版をお祝いし、お話を聞く会を持ちたいと

思います。ぜひ、ご参加ください。4月 20日 まで

に CAWネ ット・ジャパン宛てお申込みください。

日時 :4月 24日 (土 )午後 1:00～3:00

場所 :早稲田奉仕ロフォーク トルーム (日 本キ

リフξ卜教蟹ヨロ6F σol:03‐ 3205‐ 5411)

参加費 :25∞ 円 (昼食代、会場費)

塩沢美代子著

『語りつぎたいこと

～ 年 少 女 子 労 働 の 現 場 か ら』

“女工哀史"の延長線 上にあつた女子年少労

働の実態を、どう変革 していったらよいの

か !

ドメス出版 (2004年 3月 31日発行 )

本体価格 2200円 +税
(本紙 7面に 「自著を語る」があ ります。)
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働く女性の半数以上が「ヨFIn
パー トや派遣、非常勤、臨時、契約社員など、いまや働く女性の半数以上がいわゆる非正社員です。非正社員と正社

員の間に|よ 賃金や労働条件に大きな格差があります。また多くが有期契約のため日々 不安の中で働いています。

派遣で働いていたが妊娠がわかった途端に契約を切られたという凱 年齢のせいで正社員になれず正社員と同じ時

間、同じ仕事をしてフルタイム・パー トと呼まれている凱 スーパーではパー トがすでに基幹剛勁材ヒしているため、

パー トで十分と正社員の大リストラをう新子。労働条件が悪くて誇りを持つて働くことができない介護労働者Э賃下げの

時だけ「均等待遇」だなんて許せないと怒る公務非常勤職員cたくさんの女性たちが行動を起こし始めていますЭ
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このビデオは、東京ウィメンズプラザから民澗脂動助

成金を受け、均鮮待遇アクション2003と CAWネ ッ

ト・ジャパンの協力により作られました。

個人

ビデオ申し込み用紙 lFax:04-29495231)
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ライプラリー  (該当する方にO印をお付け下さい。)
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送り先 E‐mail

お支払いは、ビデオ送付の際に郵便振替用紙を同封いたしますので、振り込みをお願いいたします。
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